
３ 主な農業関係融資制度の概要

（１）農業経営改善関係資金に係る一元的融資手続き等
＜趣 旨＞

食料・農業・農村基本法の目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構
造を確立するため、経営意欲と能力のある農業の担い手が経営改善を図ろうとする場合に、一元的
融資手続の導入や機関保証の充実(無担保・無保証人による保証引受)等により、必要な長期資金の
的確な供給を図ります。

＜対象資金の概要＞
日本政策金融公庫資金

資 金 名
農業近代化資金

農業経営基盤強化資金(認定農業者､認定新規就農者、
(認定農業者向け) 農業改良資金 青年等就農資金その他担い手向け)

経営体育成強化資金 (その他担い手向け) (認定新規就農者向け)
(認定新規就農者、その他担い手向け)

経営改善のための一般的な長期資金（有利子） 特別の場合の長期資金（無利子）
資金の性格等 農協等民間金融機関 償還期間、資金規模、資 新作物分野・流通加 認定新規就農者の目

の貸付けのうち政策 金使途の面で農協等民間 工分野・新技術にチ 標達成を図ろうとす
的要件に該当するも 金融機関で対応し難い場 ャレンジする場合 る場合に日本公庫が
のに利子補給 合に日本公庫が融資 に、日本公庫が融資 融資

＜融資の基本的な仕組み＞

＜クイック融資＞
企業経営診断手法(スコアリング手法)を活用し、担い手が営農活動を行う際に緊急に必要となる比較

的小口の一定額までについて最速１週間で無担保・無保証人での融資の可否を判断
○貸付対象者：認定農業者(農業経営基盤強化資金)及び一定の要件を満たす集落営農(農業近代化資金)

※スコアリングシステムにより経営実績が一定格付以上(正常先)と判断された者に限る。
○対 象 資 金：農業経営基盤強化資金(安定化長期を除く。)、農業近代化資金
○限 度 額：５００万円

① 借入申込希望 （農業者）～（計画作成のポイント） ・これまでの経営状況
○借入申込希望書 ・計画は適切か、実行可能か
○経営改善資金計画書 ・収支の見込み、融資返済の可能性

② 借入申込希望受付 手続開始日 北海道農業信用基金協会
（窓口機関） ○資金種類の検討、融資機関の調整

送付（保証を希望する場合）
送付 農業改良普及センター

○貸付資格認定申請書（改良資金）
（送付）

○送付(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等)
⑤ 経営改善資金計画の認定 意見を付して ○貸付資格

③ 融資審査開始 ○融資資金の決定 市町村農業融資制度総合推進会議 回付 認定書（写し）
（融資機関） （総合）振興局

（融資審査のポイント） ※ 認定新規就農者など特に慎重

・計画は適切か、実行可能か な審議を必要とする場合を除き ④ 農業改良資金貸付資格認定
・収益改善の見込み、融資返済の可能性 事務を融資機関に委任

○認定通知書の写し

○貸付資格認定書

⑥ 融資の可否の判断
（融資機関） ○認定通知書

○融資の可否に係る通知（審査結果の連絡）

⑦ 融資審査結果の回答 回答期限
（窓口機関） （ここまで１月半で処理する。）

○融資の可否に係る通知（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の場合は併せて経営改善資金計画の認定通知書）

⑧ 正式な借入申込 ○借入申込書の作成
（借入希望者）

○借入申込書 ○保証委託申込書

⑨ 貸付決定 ⑩ 保証承諾 手続終了日
（融資機関） （基金協会） （正式な借入申込書の提出後２週間以内で

処理する。）

⑪ 貸付実行（融資機関）

（借入後）
（借入者）経営状況報告の作成 →融資機関に提出



参考 主な資金の仕組み

１ 農業近代化資金
① 仕組み ② 利子補給の仕組み

（農協が農業者に貸し付ける場合）
融 資 機 関 基準金利 １．６０％

債務保証 農協・銀行等 利子補給 道の利子補給率 農業者への貸付利率
信 連 ・ 中 金 1.30％ 0.30％

注)基準金利・貸付利率・利子補給の率
道農業信用 貸 は金利情勢により変動する。
基 金 協 会

付
道

（金利等は平成29年１月23日現在）

③ 認定農業者に対する利子負担軽減措置保
借 受 者 後の実質金利証

農 業 者
償還期限 実質金利保

農 協 等
12年以下 0.16％険
12年を超え13年以下 0.18％
13年を超え14年以下 0.20％

農 林 漁 業 貸 14年を超え15年以下 0.23％
信 用 基 金 付 国 （金利は平成29年１月23日現在）

融 資 機 関
中 金 利子補給

債務保証等 貸 付 利子補給等

２ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）及び農業改良資金
① 仕組み

貸付（直貸）
借 受 者

日 本 公 庫
貸付（転貸）

農業協同組合
貸付

※農地・施設・機械等
の取得

Ｌ資金 改良資金
利子助成金 利子補給金

債務保証委託 債務保証 出資
(公財)農林水産長期金融協会

農協連合会

出資 国

北海道農業信用基金協会

② スーパーＬ無利子化措置に係る利子助成の仕組み（平成24年度～）
スーパーＬ資金貸付金利

利子助成 実質金利
(償還期間、財政融資資金金利等に応じて変動)

０.１６～０.３０％ ０.１６～０.３０％ ０．００％
（表中の金利等は平成29年１月23日現在）

注)平成24年度から、市町村が作成する「人・農地プラン」において、地域の中心となる経営体と
して位置付けられた認定農業者が借り入れる場合、国により貸付当初５年間の無利子化措置が講
じられている。

また、平成28年２月１日から、人・農地プランにおいて中心的経営体として位置付けられた
認定農業者又は農地中間管理機構から農用地を借り受けた認定農業者が環太平洋パートナーシッ
プ協定（ＴＰＰ協定）による経営環境変化に対応して、新たに規模拡大や農産物輸出等の攻めの
経営展開を図るために借り入れる場合についても、貸付当初５年間の無利子化措置が講じられて
いる。


